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那賀町について

那賀町

徳島県の南部に位置し、平成17年3月に、
鷲敷町・相生町・上那賀町・木沢村・木頭
村の5町村が合併して誕生。

那賀町の人口は7,367人、世帯数は
3,187世帯（令和2年国勢調査）、平成
17年から比較をすると3,000人以上の人口
が減少しており、その間に高齢化率が
37.8％から51.7％に上昇している。

町の総面積は694.98平方キロメートル
（徳島県の面積のうち約17％）で、面積
の9割以上を山林が占め、可住地面積は約
5％の中山間地域である。



大釜の滝 町並み

那賀川
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那賀町の抱える問題

那賀町では山間部に小規模な集落が点在し、住
民が公的・法的サービスを受けるためには、車で長
時間移動する必要がある。特に、奥地の木頭、木
沢から本庁のある鷲敷地区に出向くことは、高齢に
なればかなり難しい。なお、最寄りの法務局は町内
になく、隣接する阿南市にあるが、最奥の木頭地区
からは車で2時間ほどかかる。

住民の多くが高齢ゆえに法的理解が難しく、また、
住民の相続人は県庁所在地や関西、関東等に出
ていることが多く、那賀町内において空き家空き地が
急増している。

合併前の市町村ごとに本庁・支所があり、住民が公
的サービスを受けるのは、主に支所ごとになるが、町
全体として職員の人的リソースが不足している。

車で1.5時間程度(70Km)



那賀町の抱える問題



那賀町の抱える問題



那賀町の抱える問題 出典「那賀町人口ビジョン」平成27年10月



那賀町の抱える問題

出典「那賀町空家等対策計画」2015年

人口減少に伴い、空き地・空き家も増加傾向であり、町内には空き
地が約100件、空き家は約7～800件が存在していると推定される。

【役場本庁（旧・鷲敷町）近くにある空き家】



モデル事業

面積が広大、かつ、過疎化と高齢化が急
速に進む那賀町において、空き家空き地の
最大発生原因となっている「相続」に対す
る住民への啓蒙活動、及び「土地の利活
用」に関する法的アドバイスを行い、不足
しがちな役場の人的リソースを、本事業に
おいて連携する４士業（司法書士・行政
書士・土地家屋調査士・宅地建物取引
士）が補完する。

令和5年度

行政書士

土地家屋調査士

宅地建物取引士

司法書士

４士業連携那賀町空き家空き地対策チーム

以前は、那賀町内でも、司法書士・土地家屋調査士が事務
所を営んでいたが、現在は廃業しており、現状、士業は、行政
書士兼宅地建物取引士の1名になっている。住民に対する法
的サービスの低下も問題であるため、本チームで補完する体制
づくりを行った。



全体の体制



取組内容

•2023年10月～24年2月（合計17回）
•開催日時決定 広報手段・内容・日程決定 開催 相談内容のとりまとめ

【住民向け】

相続等個別相談会

•2023年10月～12月（合計5回）
•開催日時決定 広報手段・内容・日程決定 開催
•参加人数が少なく2024年は取りやめ

【住民向け】

相続＆空き家セミナー

•2023年10月11月（合計2回）
•開催日時決定 役場担当者から各支所・部署へ連絡 開催

【役場職員向け】

相続＆空き家勉強会

•2023年12月 計画
•2024年 1月 詳細決定・発注
•2024年 2月 印刷・各役場窓口に配布

空き家空き地対策

パンフレット

•2023年10月～随時（役場担当者・4士業）
•2023年11月 町長面談（役場担当課長・担当者・那賀町在住行政書士＆宅
地建物取引士）

推進法人の指定申請

に関する検討会



①本庁出張「相続」相談所での個別相談

 各回3時間（2時間、4時間もあり）
 合計12回 
 場所：鷲敷本庁の一室
 予約不要、来庁順に受け付け（役場担当）
 広報活動
❶町内全域配布「広報なか」チラシ折込
❷ケーブルテレビで毎日開催案内を放映
❸開催日の数日前は、町内有線放送
❹那賀町ホームページ掲載など
 相談時間：1組20～30分

※モデル事業としての【不動産登記情報取得】【現
地調査】は、予算の関係で12月末まで。1月以降は
相談者実費負担。



①本庁出張「相続」相談所での個別相談

那賀町ケーブルテレビで毎日放映

役場での案内相談会の様子



①本庁出張「相続」相談所での個別相談

問題となったこと・苦労したこと

①最も多いのは相続登記の相談。精神障がいや認
知症の方が相続人に含まれ、成年後見制度と合わ
せて案内しないと対策が打てない。

⑤広報活動が功を奏し、回を追う毎に相談者が殺
到。次回にまわっていただいた。

②弁護士に相談するのが適切だと思われる事例。境
界トラブルなど。

⑥自作した登記申請書や添付書類のチェックをその
場でして欲しいという相談もたまにあり。

③数次相続など複雑な案件が多く、その場で回答で
きない。

⑦Wi-Fi不良、もしくは、部屋の音声反響度合いに
不具合。

④固定資産税納付書や戸籍等の資料を何も持参
しない相談者が多い。



①本庁出張「相続」相談所での個別相談

工夫した点・特徴等

①町内の不動産所有者（相続人）は、那賀町外
に転居している者も多いため、相談会開催案内の広
報は、地元新聞等を通じ、徳島県内全域に対して
行った。

④相談状況を見て、相談に当たる士業の人数や部
屋数を調整した。「相続登記義務化」が浸透してきた
2024年に入ってからは、明らかに相談者が増えたの
で、2チーム２部屋に分け、全員で対応に当たった。

②役場担当者（にぎわい推進課）との連携を強化
し、情報の共有や相談の問い合わせから実施までの
フローの調整等を行った。情報共有には、Googleの
クラウドツールなども活用した。

⑤４士業の誰が担当しても不平等や抜け漏れがな
いように、相談フローの調整を行った。

③会場のすぐ近くに「名寄帳」を取得できる「税務保
険課」があり、相談中に不動産を確認する必要がで
てきたら、名寄帳を取得に行ってもらい、その間に待っ
ている相談者の相談対応をし、効率化した。

⑥地元在住の行政書士＆宅地建物取引士のリー
ダーに情報を一元化し、問題点と改善策を集約した。



①本庁出張「相続」相談所での個別相談

工夫した点・特徴等

⑦数十筆所有する相談者が多く、最初、予算に不
動産登記情報取得を入れたことで、あっという間に予
算を消化。委託費の捻出が難しくなってきたので、予
算編成を変更し、年明けからは不動産登記情報取
得は、相談者の実費とした。

⑨相談内容を類型化し、那賀町でよくある問題事例
をまとめた。（後掲）

⑧建物登記の現状との乖離が多く、土地家屋調査
士による現地調査費も予算オーバーする可能性が
あったので、年明けから現地調査費は、相談者の実
費とした。

⑩地方特有の案件（農地法、森林法等）山林、
田、畑の永続的な利活用に関する相談も多かった。
これらに対して専門家から法的アドバイス、さらに具体
的な申請の案内等（農地転用、伐採届等）を行う
ことで、本町の土地利活用の一端を担うことができた。



②セミナー＆個別相談会

 合計5回
※参加人数が少なかったため取りやめ
 1回1時間セミナー、セミナー後に事前予約必要
な個別相談（20分ずつ3枠）

 場所：本庁と各支所の一室
 広報活動
❶町内全域配布「広報なか」チラシ折込
❷ケーブルテレビで毎日開催案内を放映
❸開催日の数日前は、町内有線放送
❹那賀町ホームページ掲載など



②セミナー＆個別相談会

問題となったこと・苦労したこと

①役場協力の幅広い広報にもかかわらず、セミナー
参加者はほぼゼロ。高齢化率の高さや人口の少なさ、
意識の低さなどが原因と思われる。

②予約制の相談会では、おひとり様の終活として所
有不動産をどうするか、という相談事例が数件。全く
相続人がいないわけではなく、疎遠であるケースのた
め、相続人を割り出さないと対策が打てない。

工夫した点・特徴等

①会場によっては、セミナー参加者をそのまま個別相
談に変えたり、役場職員向け勉強会に変更したりし
た。

②参加人数が少ないことが想定されたため、途中で
取りやめにし、本庁での予約不要な個別相談に切り
替えた。



③役場職員向け「相続＆空き家」勉強会

 町内在住の行政書士＆宅地建物取引士が講師として、
役場職員を対象に、相続と空き家対策の基礎知識をセミ
ナー形式で講義。

 合計2回
 1回1時間セミナー（講義45分、質疑応答15分程度）
 場所：本庁 ※支所はオンライン
 合計50名ほどの職員参加（本庁、各支所から）

勉強会の様子



③役場職員向け「相続＆空き家」勉強会

工夫した点・特徴等

①連携する「にぎわい推進課」担当職員から、全職
員を対象に参加を呼びかけてもらった。結果、かなりの
部署から参加者が増えた。

④役場職員は、日常業務に追われており、なかなか
最新の法律知識を仕入れる時間がないことがよく分
かった。職員の知識を補完し、役場職員が住民から
相談を持ちかけられたときに、力になれる存在として推
進法人が考えられる。

②遠方の支所職員には、オンラインで参加してもらっ
た。

⑤職員は住民から「相続や不動産利活用の相談が
出来る先を紹介して欲しい」と言われることが多いとい
うことが分かった。（実際は、民間を紹介できない）
その時に、推進法人を紹介できると、行政・住民とも
に良い結果となる。

③社会福祉協議会や地域包括支援センターなど、
高齢者と日常接する団体職員にも参加してもらった。

⑥勉強会に参加した職員からは、積極的な質問が
多かった。（後掲）



④空き家空き地対策パンフレット

 役場の窓口で住民に配布する「空き家空き地対策パンフレット」を作成
 A5サイズ二つ折りで、合計1,000部印刷し、本庁と各支所に設置



④空き家空き地対策パンフレット

問題となったこと・苦労したこと

①空き家空き地バンク担当課と記載内容のすり合わ
せがなかなかできず（特に相続登記に関する記述）、
掲載内容が決定するまで少し時間がかかった。

②オンラインで得られる那賀町の空き家対策情報が、
掲載時期によってか、内容に差が見られ、パンフレット
記載内容で迷いが生じた。

工夫した点・特徴等

①各市町村が配布する同様のパンフレットをオンライ
ンで入手し、記載内容を検討した。

③各窓口に置きやすく、かつ、来庁者が手に取って
バッグなどに入れて持って帰りやすいA５サイズにした。

②にぎわい推進課の担当者経由で、空き家空き地
バンク担当や補助金担当部署などの各課から情報を
集めてもらった。

④掲載内容を簡潔し、フォントを大きくすることで、年
配者が読みやすいように工夫した。



⑤役場各部署への確認
 町道指定されている私道の扱いや、空き家空き地バンクにおける所有権の確認、共有者不確知山林や耕作放棄農地等
の扱いの確認を各部署に行った。

問題となったこと・苦労したこと
一概に所有者不明土地といっても、中山間部においては、宅地のみならず、山林、田畑などが多く、それらに
おいては、慣例で行われていた不適切な課税処理もあった。よって、部署ごとに取扱方針を確認する必要が
あった。

工夫した点・特徴等

①個別の相談内容から、どこの部署に何を確認すべ
きかを洗い出し、那賀町における問題点を類型化し
ていった。（後掲）

②推進法人の取り扱う土地として、宅地以外に山林、
農地が多く含まれることで、それらをどうしていくかにつ
いて幅広く知識を仕入れる必要がある。また、役場の
各部署との連携が必要との見解を得た。



⑥町長面談
 中間報告会、及び他のモデル調査事業団体と4士業チームの取り
組みについて、町長に報告

 現時点での役場内部の問題点や今後の流れ、どういった取り組みが
今後必要となるかなど、ブレスト

 参加者：町長、にぎわい推進課課長、同課担当者、地元行政書
士＆宅地建物取引士



事業開始からの相談件数推移

1回あたり対応人数
10月：1.5人
11月：3.2人
12月：2.75人
1月：7人
2月：14人

※本モデル事業や「相続登記義務化」が浸透してきた2024年以降、相談件数が増加



相談会で判明した地域の問題
NO 項目 詳細

1 かくし田・隠田（おんでん） 税金を逃れるために、あえて相続登記をしていない土地。「江戸時
代になっても新たに隠田は開かれ、一部は地租改正まで残存した」
ということらしいが、地方ではもっと後期まで残っていたと思われる。

2 農地集約化・活性化のための「地
域計画」が法定化（令和5年4月・
農林水産省）

相続登記できていない（所有者が確定していない）田畑が多く、
「地域計画」を立てることもままならない。また、遠方に住む相続人は
田畑への関心が低く、相続登記をするための前向きな意欲も湧きに
くい。

3 放置山林 山林の価値が低く、相続登記への意欲が湧かない相続人多数。境
界も未確定のまま。

4 土地の交換（登記せず） 隣近所や親戚で田畑を交換し、あえて登記をせず、暗黙の了解で
耕作・管理してきた。子孫はその状況を把握できていない。

5 残置物問題 空き家の大多数は、旧所有者の残置物が残されたまま。売買・賃
貸・解体が何もできない状況。



相談会で判明した地域の問題
NO 項目 詳細
6 境界杭を勝手に移動 国土調査後（もしくは境界確定後）にもかかわらず、境界杭を勝

手に動かしてしまう人がいる。
7 表題部しか登記していない土地 草刈場として所有権保存登記をあえてせず、数十人で管理してきた

土地がある。
8 空き家空き地バンク担当者が不動

産の知識を持ち合わせていない
役場職員向け勉強会で「空き家空き地バンク登録には、所有権を
確認しないといけないのか？」「未登記の家屋は、空き家空き地バン
クに登録できるのか？」という質問があった。

9 町道指定（位置指定道路）で私
有地のまま。同場所の購入者が通
行妨害

那賀町には、町道指定されている私有地が多い。諸々の事情で町
に移転登記せず、所有者は私人のまま。結果、売買されて、次の購
入者が通行妨害しているケースがある。

10 固定資産税担当者が1人だけ 役場職員向け勉強会で不安の声を聞く。「管理不全空き家は、実
際には誰が確認する？」「相続登記に伴って、古い建物の表題登
記を改めて起こす場合、どう評価する？」など、1人では回しきれない
し、知識を補充する時間もない様子。



相談会で判明した地域の問題
NO 項目 詳細

11 所有権を持っていない相続人から
の売買

役場職員向け勉強会で、「相続人が多数で相続登記が出来てい
ない土地を買った。固定資産税だけ納めてるが、今後、登記できる
可能性があるか？」という質問があった。時効取得は可能か？など。

12 身寄りがない人の対応に苦慮 役場職員向け勉強会で社会福祉協議会から質問。法人後見をし
ていて、亡くなる間近になって、相続人を名乗る人が現れて、権利を
主張してくる。預貯金を預かりたい、など、どう対応したらいいか。

13 相続放棄をした人から固定資産税
を徴収している

役場職員向け勉強会での質問。相続放棄をした人に「管理費」とし
て固定資産税（山林）を納めてもらっている。

14 登記のない土地に固定資産税をか
けている

登記情報を調べても出てこない地番に固定資産税をかけている。農
地転用せずに家を建てた土地の処理（農地を宅地の一部として課
税処理）との関係か？

15 地縁団体名義の土地 最後の一人や廃集落になったら、どうなるか？明確にされていない。



相談会で判明した地域の問題
NO 項目 詳細

16 共有者不確知森林 共有者が数十名になり、遺産分割協議が行われず相続登記が
滞っているような山林。那賀町では散見される。

＜林業振興課より回答＞
• 基本的に森林施業については、組合等の林業事業体が実施。
その中で、森林所有者への探索の際などに、町が整備している
林地台帳の閲覧・情報提供を実施し、施業の効率化なども図っ
ている。

• 現状は「共有者不確知制度」の活用にはいたらず、施業ができ
る（所有者が分かる）箇所にて施業が実施されている。

17 農地転用を行わずに造成を行って
いる

農地転用を行わずに宅地造成や、雑種地としている土地が多く存
在する。農地が土地の多くを占める那賀町で、農地の適正利用が
計られておらず、住民の農地法に関する意識も低い。



相談案件事例ー登記情報と現況が異なる建物

▼個人名義の相続登記相談だったが、
清算中の会社名義の建物が敷地内
に複数あり、権利関係が複雑だった事
例（個人名義の表題部も、現況と異
なる建物が滅失されずに登記されたま
まだった）
写真は、事業用途だが未登記の建物。

▼隣地所有者が前面道路を
塞いでおり、現地確認がままな
らなかった空き家

▼滅失した古い建物が表題部に残
されたまま新築後、登記されていな
かった建物（現住）



相談案件事例ー建物所有者(占有者)と土地所有者が
異なっている例

相談内容 現況
建物所有者A氏及びC氏（相談
者）が占有しているB氏名義の土地
の所有権移転登記を行いたい。

① A氏建物は、A氏所有土地とB氏所有土地の２筆上に建っている。
② C氏建物は２棟あり、うち１棟はC氏所有土地にあり、もう１棟はB
氏所有土地上にある。

③ 土地所有者B氏は既に死亡しているが、相続登記が未了かつ相
続人多数のため所有者不明土地となっている。

④ A氏とC氏の建物登記の有無は不明（確認できず）。



相談案件事例ー建物所有者(占有者)と土地所有者が
異なっている例

経緯 対応と課題

① A氏は、B氏の相続人のうちの1名（D氏）と40年ほど
前に「土地賃貸借契約書」を締結している。
※賃料は、数十年単位で一括支払いをしたとのこと。

① その際に、土地の取得を模索したが断念した。

② その後、D氏が死亡したことを知り、D氏相続人との間に、
土地を継続して使用することに対する覚書（実印付
き）を締結している。

③ C氏は、B氏との間に契約関係や書面の取り交わしはな
い（過去に賃料を支払った記憶はある）。

① 土地の名義変更に向けて、時効取得の手続きを
行うことが考えられる。
※権利関係や過去の経緯等は不明な点も多
いことから、裁判による判決に委ねることとなる。

② しかし、手続きを行うためには相続人探索が必要
となり、費用的な負担も生じる。

③ A氏は以前、相続人探索を試みたものの断念し
ており、費用の面でも難しいという意向であった。

④ 上記のような建物所有者による所有者不明土
地の取得について、今後、手続きの簡便化がなさ
れた場合には解決を行っていきたいと判断した。



本取組で得られた成果・知見

①空き家となった経緯、所有者の現状、かつての利用
状態等、地域の事情に詳しい方しか把握していない
情報があり、このような方々の協力は不可欠である
（推進法人のサポートメンバーとして協力を得てい
く）。

④空き家空き地対策としては、相続のための法的な
対策（成年後見制度も含む）を総合的に案内する
必要がある。単に「相続登記をしましょう」だけでは情
報が足りない。

②町の担当職員の人材不足（固定資産税の業務
は1名で対応）、知識を補充する時間もないことによ
る担当者の方の不安の声を把握した。

⑤特に建物登記について現況と乖離している場合が
多く、不適切な課税処理、違法状態になっている
（農地転用されていないなど）等も見受けられること
から、相続に際して現地調査を踏まえて適切な情報
を整理する必要があった。

③職員は住民から相続や土地利活用の相談先の紹
介を求められることが多いが、民間業者を紹介できな
いといった苦労がある。推進法人を紹介することができ
れば、行政・住民ともに良い結果となる。

⑥中山間部のため、宅地の他にも山林・田畑も含め
て対処していく必要があるが、それぞれに異なる課題を
抱えているため、幅広く専門家が連携して対応にあた
る必要がある。



今後の課題
複雑化、複合化している相続の問題に
対応できる総合的な窓口が必要

相続人に対する救済措置や
運営者側への資金的援助等が必要

①不動産の財産価値が低いこと、住民の法に対する
意識の低さ、地縁による濃い人間関係などにより、売
買・贈与等による移転登記や相続登記が数代に渡り
放置された結果、権利関係・相続関係が複雑になりす
ぎて、現在の相続人が対応しかねている現状がある。

①相続登記の義務化が浸透してきており、相談件数は
増えつつあるが、相談段階でも状況が複雑すぎて相続
登記を断念する事例も散見される。そういった事例に対
して法的な救済が今後必要である。

②相続人が認知症になり、成年後見制度の利用が必
要になったり、山林や農地の相続における個別具体的
な対応が必要になっているなど、複数士業（異なる分
野の専門家）による住民や行政へのサポートが必要な
事態になっている。

②中山間部では、数十名で山林や農地を共有してい
る土地も相続登記が放置される傾向にあり、法的な救
済が今後必要である。

③那賀町に士業事務所は1カ所しかなく（行政書士
＆不動産）、高齢の住民が隣接する阿南市の士業事
務所に相談に出かけることも難しいことから、那賀町内
の利便性のいい場所（役場など）に常設相談所を設
ける必要性がある。

③相談件数が増えれば増えるほど、士業への委託費
（相談費や現地調査費）が上がることが考えられる。
住民が気軽に相談できる窓口を役場等に常設するため
には委託費等を捻出するための資金が必須となる。



令和6年度モデル事業
「6士業連携那賀町空き家空き地対策プロジェクト」

行政書士

土地家屋調査士

宅地建物取引士

司法書士

４士業連携那賀町空き家空き地対策チーム

行政書士

土地家屋調査士

宅地建物取引士

司法書士

6士業連携那賀町空き家空き地対策チーム

弁護士 税理士＋
令和5年度モデル事業での相談件数の増加や多岐に渡
る相談内容を踏まえて、司法書士を1名追加、弁護士、
税理士もチームに加える。
ただし、那賀町内の士業は変わらず、行政書士兼宅地
建物取引士の1名のみ。



令和6年度の課題

●令和5年度モデル調査で判明した問題について、引き続き
役場内部における対応が求められる。

●「那賀町空き家空き地バンク」は平成29年から設置され
ているが、空き家空き地の数に対して実績は芳しくない。（令
和5年度：相談38件、物件登録21件、成約16件）現状、
問い合わせを受けるだけの受け身の運営となっており、担当
者の不動産知識も不足している。数年で担当者が異動に
なっても、ノウハウはほとんど引き継がれていない。

●「那賀町空き家空き地バンク」登録物件を活用し、今後の
移住者支援策につなげるためには地元民間団体と那賀町と
の密な連携が必要であるが、現在そのスキームはない。



現在の「空き家空き地バンク」運営体制

徳島県住宅供給公社

【「とくしま回帰」住宅対策
総合支援センター】登録の

空き家コーディネーター（宅建業者）

那賀町役場 みらいデジタル課

空き家空き地バンク担当1名
（実働部隊 会計年度任用職員2名）

• 現地調査（間取り図作成や写真撮影
中心）※宅建業者がするような詳細な
調査はしない

• 空き家空き地バンク掲載
• 必要に応じて空き家コーディネーターに
個人情報提供し、調査や仲介を依頼

• 改修費補助などの案内

売主（貸主）

買主（借主）

相談

• 現地調査（業者によってスタンスが異な
る）

• 相談対応、仲介業務



令和6年度の取組内容（応募時点）
①「那賀町空き家空き地バンク」と連携した住民向け「相続等無料相談会」の実施（相談会での空き
家空き地バンク案内含む）
②「那賀町空き家空き地バンク」担当職員向け研修会の実施

③「那賀町空き家空き地バンク」担当職員向け「運営マニュアル」の作成

④「那賀町空き家空き地バンク」と地元民間団体との連携方法の模索

⑤徳島県内他市町村の「空き家空き地バンク」事例研究

⑥「那賀町空き家空き地バンク」を含む移住者向けホームページへの提案

⑦全役場職員（全支所）向け勉強会（相続等）の実施

⑧推進法人指定申請のための関係者協議（役場や連携士業）



令和6年度の取組課題（現時点）

住民団体立ち上げ計画
 町と協議をする中で、法人格を持つ地元団体を組織しないと行政への提言及び予算獲得が難しいことを知り、
今後の空き家空き地管理も想定した住民団体を立ち上げる計画を立てた。最初から一般社団法人などの
法人格を持つ団体の一員となる住民を確保するのは難しいため、まずは、協議会として立ち上げる予定。議
員や町内で積極的に活動をしてきた行政との折衝経験者を中心に声をかけている。

 住民だけで構成する団体では法的実行力にかけるため、連携士業をメンバーに含む組織とする。

相続等無料相談会

 高齢化が急速に進行していることで、住民の無気力化（問題意識の低下）が見られる。それが一因か、相
談会においては相談件数が鈍化。相続人の認知症や死去で、数年で一気に所有者不明土地が増えること
が予想されるため、事業が急がれる。

 本庁と支所で住民サービスに乖離があることが判明。（支所における戸籍提供の不慣れさなど）住民や職員
の人数的に、改善提案は難しいと思われる。



令和6年度の取組課題（現時点）

空き家空き地バンク改善のための調査

• バンク担当者ヒアリング
• バンク運営マニュアル作成のための「住民アンケート」作成
• 徳島県住宅供給公社の「空き家管理サービス」利用調査
• 徳島県住宅供給公社の「空き家コーディネーター」との関わり調査
• 空き家空き地バンク運営における宅建業法違反調査（四国地方整備局ヒアリング）
• 移住コーディネーターと集落支援員における空き家との関わり調査
• 他の自治体ヒアリングの前調査
• 「那賀町空き家等対策計画」調査
• バンク運営マニュアル作成のための「住民アンケート」用Googleフォームアンケート作成、「広報なか」での配布
• 「空き家改修補助金」調査



相続等無料相談会の「相談受付票」改善



空き家・空き地の利活用アンケート

回答期間 2024年10月1日～31日

告知方法 「広報なか」折込全町配布
回答数 WEB 8 紙 4

配布数 3,651部
回答数   12件



今後の課題

士業連携の難しさ
 相続登記の義務化で、連携する士業（特に司法書士）が多忙を極め、徳島の中では僻地である那賀
町の取組に密接に関与することが難しくなってきている。

 多様化、複雑化する過疎地の土地問題には、専門分野の異なる士業チームで当たらないと解決できない
ことが多いが、どうチームワークを発揮し、依頼者の権利利益の実現に資するか？

 士業がいないと「実行力ある取組」にならないが、町全体としての所有者不明土地対策や空き家空き地対
策に対する取組を「誰が」推進していくか？（町との協議を進めるのは誰？）

役場の人材不足をどう補うか
 マルチタスクを抱え、部署異動もある役場職員が所有者不明土地や空き家空き地対策に本腰を入れるの
が難しい中、民間連携をどう推し進めていくか？

相続登記の先にあるものは？
 田畑、山林等の所有者が相続登記で確定したことで、売買・贈与しやすくなるが、譲受人による不動産の
適正管理がされていないケースがある。また、地域にとって不適切な人物（法人）への移転をどう考えてい
くか？合わせた法整備が必要ではないか？
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